
福島県地域医療課

基金の名称

基金設置法人名

2,385,157　千円

うち国費相当額 2,385,157　千円

6,494,551　千円

うち国費相当額 6,490,602　千円

基金事業の概要

基金事業を終了する時期

基金事業の目標

基金事業の採択に当たっての申請
方法、申請期限、審査基準、審査
体制

令和５年度末

　地域医療再生臨時特例交付金により造成された当該基金により、「避難地域
等医療復興計画（令和５年度版）」に基づく双葉郡等の医療提供体制に再構築
のために必要な事業を実施する。

　基金事業が目的とする双葉郡等の医療提供体制の再構築については、医療機
関への支援、医療人材確保のための各種支援、救急医療体制の確保、近隣地域
の医療機能強化など多岐にわたる施策を総合的に講じるものであり、数値目標
により成果を図ることが困難であることから、以下を目標とする。
１　避難地域の医療機関の再開・開設及び診療継続を支援し、避難地域におけ
る医療提供体制の確保に繋げる。
２　避難住民等の医療需要へ対応するための取組等を支援し、近隣地域の医療
提供体制の充実を図る。
３　浜通り地方を中心とする県内医療機関への支援や修学資金貸付、普及啓発
等を実施することで、医療従事者の確保に繋げる。

補助事業の申請方法等については、以下のURLに掲載
　https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-iryou-
saiseikeikaku.html

令和５年度　基金の造成状況等

基金の額及び国費相当額

造成完了時点に
おける基金残高

今回の基金造成額

福島県

原子力災害等復興基金（医療復興計画勘定）


